
 

 
コモディティ関連業務に係るお客様の非公開情報の 
モルガン・スタンレー・グループ内での共有について 
（新オプトアウト制度の対象となるお客様向け） 

 

 
モルガン・スタンレー・キャピタル・グループ株式会社（以下、「当社」といいます。）は、当

社が保有するコモディティ関連業務（第 1 項に定義します。）に係るお客様に関する非公開情報

を、以下の条件の下で当社グループ会社（第 2 項に定義します。）との間で授受し、共有させて

いただくことがございます。 
 
本お知らせは、金融商品取引業等に関する内閣府令（平成 19 年内閣府令第 52 号）（令和 4 年 6
月 22 日施行の改正及びその後の改正等を含み、以下、「改正金商業府令」といいます。）におけ

る新たなオプトアウト制度（以下、「新オプトアウト制度」といいます。）に基づき、当社のお

客様のうち、改正金商業府令第 123 条第 1 項第 18 号トに掲げる（1）上場会社等及びその子会

社等、（2）上場しようとする株式会社及びその子会社等、（3）有価証券報告書を提出している

者及びその子会社等、並びに（4）適格機関投資家及びその子会社等のいずれかに該当するお客

様（以下、「新オプトアウト制度の対象となるお客様」といいます。）のみに適用されます。 
 
1. 親子法人等との間で授受を行う非公開情報の範囲 

当社が保有するお客様に関する非公開情報のうち、コモディティ関連業務（コモディティ・

為替・金利等に係る取引及びこれらの取引に付随又は関連する取引に係る業務を意味しま

す。以下同じ。）に係るお客様に関する非公開情報とします。但し、お客様との間で個別に

守秘義務契約を締結している場合には、当該契約の条件に従うものとします。 
 
2.  非公開情報の授受を行う親子法人等の範囲 

当社の現在及び将来における親法人等（金融商品取引法第 31 条の 4 第 3 項にいう「親法人

等」を意味します。）及び子法人等（同条第 4 項にいう「子法人等」を意味します。）とな

ります（但し、三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券株式会社を除きます。以下、「当社グル

ープ会社」と総称します。）。なお、当社グループ会社には、モルガン・スタンレーMUFG
証券株式会社、モルガン・スタンレー・ホールディングス株式会社、モルガン・スタンレ

ー・クレジット・プロダクツ・ジャパン株式会社、モルガン・スタンレー・キャピタル株

式会社、モルガン・スタンレー・インベストメント・マネジメント株式会社及びモルガン・

スタンレー・グループ株式会社等が含まれます。但し、お客様との間で個別に守秘義務契

約を締結している場合には、当該契約の条件に従うものとします。 
 
3. 非公開情報の授受の方法 

当社は、情報漏洩防止等に十分留意したうえで、口頭、書面、電子メール、共有データベ

ースへのアクセス又はその他の適切な方法により、情報の授受を行います。 
 



 

4. 提供先における非公開情報の管理の方法 
お客様に関する非公開情報の提供先である当社グループ会社は、情報管理に係る各社の基

本方針に則り、保有することとなった情報について、法令等に即し、自らの機密保持・情

報管理に係る規程等に従って、目的外利用禁止や情報漏洩防止等に必要な措置を講じるも

のとします。 
 
5. 提供先における非公開情報の利用目的 

お客様に関する非公開情報の提供先である当社グループ会社は、モルガン・スタンレー・

グループとしての総合力を活かしてお客様に対して商品・役務を提案・提供させていただ

くため、また、モルガン・スタンレー・グループとしての統合的な業務運営体制において

お客様との取引関係を管理するため、お客様に関する非公開情報を利用することがござい

ます。 
 
6. 親子法人等との間での非公開情報の授受を停止した場合における当該非公開情報の管理方

法 
お客様から、当社に対して、当社グループ会社との非公開情報の授受を停止するようお申

出があった場合、当社は速やかに当社グループ会社との非公開情報の授受を停止し、以後、

当社及び当社グループ会社では、適用法令で認められている場合を除き、当該情報を当社

及び当社グループ会社間で共有いたしません。 
 

※ お客様から情報の授受の停止のお申出を受ける前に、当社と当社グループ会社との

間で共有された情報につきましては、以後も当社及び当社グループ会社にて利用するこ

とがありますので、あらかじめご了承ください。当該情報に関しましては、当社及び当

社グループ会社において、目的外利用禁止や情報漏洩防止等に十分留意したうえで厳正

に管理します。 
 
※ 当社及び当社グループ会社が商品・役務の勧誘を行うにあたっては、各社の勧誘方

針に従って適切な勧誘を行います。各社の勧誘方針については各社のホームページをご

参照ください。 
 

 ＊情報の授受の不承諾又はその停止のお申出先＊ 

お客様に関する非公開情報を当社グループ会社との間で授受し共有させていただくことにつ

きご承諾いただけないお客様、又はかかる情報の当社グループ会社との授受の停止をご希望

のお客様は、取引担当者等にお申出いただくようお願い申し上げます。 
なお、取引担当者等のほか、以下の窓口でも受付を行っております。 

 

モルガン・スタンレー・キャピタル・グループ株式会社  

住所：東京都千代田区大手町 1-9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー 

部署：法務・コンプライアンス本部  



 

電話番号： 03-6836-5300 （大代表） 

受付時間： 9:30 a.m. – 5:00 p.m. （土日祝日、年末年始の休業日を除きます。） 

 

7. 本お知らせに該当するお客様の範囲  
新オプトアウト制度の対象となるお客様に限ります。但し、お客様に関する非公開情報の

当社と当社グループ会社との間での共有について、既にお客様から書面等による同意を得

ている場合、また、将来お客様から書面等による同意を得た場合、当該お客様には、本お

知らせは適用されません。 
 
また、当社では、新オプトアウト制度に基づく本お知らせの枠組みとは別に、お客様に関

する非公開情報の共有についてお客様に対してオプトアウトの機会を提供する枠組み（以

下、個別に又は総称して、「旧オプトアウト制度に基づく枠組み」といいます。）を設けて

おります。本お知らせが対象とする新オプトアウト制度の対象となるお客様であっても、

別途当社より旧オプトアウト制度に基づく枠組みに従って個別の通知を送付、送信又は手

交させていただいている場合には、かかる旧オプトアウト制度に基づく枠組みに従ってお

客様よりいただいたものとみなされる情報共有の同意は、当該お客様より情報の授受を停

止するようお申出をいただかない限り、有効なものとして取り扱わせていただきます。 
 

本お知らせは、当社が導入したコモディティ関連業務に係るお客様の非公開情報のモルガン・

スタンレー・グループ内での共有に関する新オプトアウト制度に基づく枠組みについて開示す

るものです。当社が導入している他のオプトアウト制度に基づく枠組みにつきましては、当社

のウェブサイトにて、該当する枠組みについての開示をご確認くださいますようお願い致しま

す。各オプトアウト制度の適用関係がご不明な場合、又は、本お知らせに基づくお客様に関す

る非公開情報の共有につきご質問等がおありの場合には、当社の取引担当者等又は上記 6.記載

の窓口までご連絡くださいますよう、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 

以上 

https://www.morganstanley.co.jp/ja/legal-notices

